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２０１３年６月１日改訂版 

 

高齢者在宅サービスセンター永福ふれあいの家 

介護予防認知対応型通所介護サービス 

（介護予防認知対応型デイサービス）重要事項説明書 
 

１．サービスを提供する事業所 

事業所名 高齢者在宅サービスセンター 永福ふれあいの家 

事業所を運営する法人 社会福祉法人 サンフレンズ 

事業所所在地 東京都杉並区永福二丁目１４番２０号 

介護保険指定事業者番号 １３７１５０３０７７号 

 

2．事業日、事業時間 

事業日および事業時間 月曜日から土曜日まで（祝日も事業実施します） 

午前８時１５分から午後６時３０分まで 

サービス提供時間 午前 9 時から午後 6 時までの時間を、サービス提供時間とし

て、東京都に届け出ています。 

定休日 日曜日 

年末・年始休業日 １２月 30 日から翌年１月３日まで 

 

３．事業所の概要 

 （１）運営の方針 

社会福祉法人サンフレンズの理念および法人が運営する事業の運営方針に基づき、利用者が人

として尊厳を保ち、住み慣れた身近な地域のなかで安心して自立した生活ができるように支援し

ます。 

    ① 利用者の人権を尊重し、利用者の生活の質を高めます。 

    ② 利用者が安心して楽しく過ごすことのできる事業運営を行います。 

 （２）事業所の設備等の概要 

一般型定員 ４５名／１日（予防含む） 認知対応型定員 １２人／１日 

デイルーム 

（食堂） 

第１（69.50 ㎡） 

第２（93.78 ㎡） 

第３（77.78 ㎡） 

食堂 88.20 ㎡ 

相談室 １室 

静養室 １室 

浴室 ２基 36.67 ㎡ 送迎車 5 台 

  講座室 1 室 

（３）職員体制（２０１３年６月１日現在） 

職種 
人数 

業務内容 
常勤 非常勤 

管理者（所長） （１）  事業所の業務の統括 

副所長 ４（３）  利用者の生活相談およびサービスの企画 

生活相談員 ４（３）  利用者の生活相談およびサービスの企画 

介護職員 ３（３） １０ 利用者の日常生活の介護、援助 

看護師  （５） 利用者の健康管理 

機能訓練指導員（看護師が兼

務） 
 （５） 利用者の機能訓練とその指導 

栄養士  （1） 利用者の栄養管理とその指導 

運転手  （８） 利用者の送迎車の運転 



201306 永福介護予防認知対応通所重要事項説明書 2

添乗員  （１０） 利用者の送迎 

（ ）は一般型デイサービスとの兼務を示す 

４．サービスの内容 

 

サービスの種類 サービス内容 

送迎 ・リフト付き送迎車両もしくはリフト付き小型車で送迎します。運転職員

の他に添乗職員が同乗し、安全に送迎します。コース・時間によっては、

添乗職員が同乗しない場合があります。 

・原則、自宅前を送迎場所としますが、送迎車両が通行できない地域があ

りますので、乗降の場所は、ご相談させていただきます。 

・送迎の利用は、任意となります。 

食事 ・栄養バランスの取れた献立で、季節感のあるおいしい昼食・おやつを提

供いたします。 

・お食事は、毎日、以下の時間に提供します。 

昼 食 おおむね正午から午後１時 30 分まで 

おやつ おおむね午後３時０0 分から午後 3 時 30 分まで 

・献立は、栄養士が作成し、月ごとに予定をお知らせします。 

・嚥下・咀嚼状態に応じ、主食は普通食・軟飯・粥・五分粥、主菜は常菜

食・一口大食・刻み食・極刻み食、ソフト食、ミキサー食の形態で提供

します。 

・食事制限のある方は、ご相談下さい。 

・食べられないものやアレルギーがある方には、代替食を提供します。 

・食事時の他、朝の到着時と午後 3 時に、お茶等を提供します。また、利

用者が発熱している時などは、随時、水分補給します 

生活機能向上グ

ループ活動 

 

・利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者

からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動をおこ

ないます。 

運動器機能向上 ・理学療法士、看護職員、介護職員等が共同して利用者の運動機能向上に

係る個別の計画を作成し、これに基づく、それに従いサービスを行いま

す。 

全体プログラム、

趣味活動、季節行

事 

・全体プログラム（朝夕のお話し、音楽、ゲーム、外出等）や趣味活動（手

工芸、書道、俳句等）、季節行事を通して、心身機能の低下防止・向上、

および人との交流の機会の増大を図ります。 

・全体プログラムや趣味活動は、利用者一人ひとりの個性や生活歴を尊重

し、持っている能力を発揮できるよう、活動の内容を工夫し、その質の

向上に努めます。 

・趣味活動は、複数の活動の中から利用者が選択できるように、活動数の

増加に努めます。 

日常生活の介助 ・移動、移乗、排泄、食事の摂取、衣服の着脱、整容等について、必要に
応じて介助や見守りを行います。 

健康管理 ・日常の健康観察を行い、必要により健康管理のお手伝いをします。 
・毎月血圧測定・体重測定等の健康チェックを実施します。 
・看護師が服薬管理をお手伝いします。 

生活相談 ・安心して在宅生活を維持できるよう、利用者およびその家族等ならびに

地域包括支援センターあるいは介護予防支援事業所の介護支援専門員等

と密に連絡を取り、信頼関係を築き、話し合う場をつくるよう努めます。

・利用者および家族の日常生活についての相談を受けるとともに、必要に

応じて家庭訪問を行い、利用者・家族の環境把握に努めます。 
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・送迎時、毎月の予定表、電話連絡などを通して家族と情報交換をしなが

ら、在宅生活を支援します。 

・家族懇談会への参加を呼びかけ、利用者の家族同士が交流し、支えあえ

るよう、家族の輪を広げます。 

介護予防認知症

対応型通所介護

計画の立案 

・利用者の心身の状態と介護需要を把握し、一人ひとりの介護予防認知症

対応型通所介護計画を作成し、その計画に沿ってサービスを提供します。

・介護予防認知症対応型通所介護計画は、プランの変更・利用者の変化等

必要に応じて見直しを行います。 

・利用者は、ふれあいの家に対し、いつでも介護予防認知症対応型通所介

護計画の変更を申し出ることができます。その場合、すみやかに利用者

の心身の状態等を把握し、必要なときは介護予防認知症対応型通所介護

計画を変更します。 

・利用者の心身の状態に著しい変化がみられたときは、介護予防認知症対

応型通所介護計画を変更します。 

・介護予防認知症対応型通所介護計画を作成・変更するときは、利用者に

対して説明し、同意を得てから交付します。 

・利用者から同意を得た介護予防認知症対応型通所介護計画は、地域包括

支援センターあるいは介護予防支援事業所の介護支援専門員等に報告し

ます。 

 

５．個人情報の保護 

   ふれあいの家は、契約書第１３条に基づき、実施する事業の利用者および利用者の家族等、ふれ

あいの家が収集し、保有するすべての個人情報の保護を図ります。 

個人情報の利用

目的 

ふれあいの家は、その事業の遂行のために必要な個人情報を、以下に記

する目的を達成する上で利用します。その際利用する個人情報の種類は

低限の情報とします。また、本人の同意を得ないで、利用目的の範囲を超

えて個人情報を取り扱うことはいたしません。 

（１）個人情報をふれあいの家の内部で利用する際の目的 

個人情報の種類 利用目的 

利用者の介護保険被保険者証に記載

されている情報 

利用者に対して介護等サービスを提

供するために必要な情報 

【介護サービス等に関するのもの】 

①介護サービス、配食サービス、相談支援サービスの

提供②委託費等に関する事務③利用料その他の費用

に関する事務④利用時・退所時の管理⑤事故等の報

告、リスクマネジメント業務⑥苦情等の対応 

【介護サービス以外のもの】 

①実習生の指導②管理運営業務③サービスの向上・改

善のための事例研究・調査研究④統計資料の作成 

【介護保険事務】 

①介護報酬の請求・受領②その他の介護保険関係事務 

口座の名義人氏名、口座番号 利用料の自動引落をする場合 

サービス利用者の家族等の氏名、利

用者との続柄、連絡先 

緊急時の連絡 

（２）個人情報を外部へ提供する際の利用目的 

個人情報の種類 提供先 利用目的 

利用者の介護保

険被保険者証に

記載されている

利用者の居宅介護支援事

業者 

介護サービス等を提供するため。 

居宅介護支援事業者との連携（サービス担当者

会議等）と照会への回答 
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情報 

介護保険サービ

スの利用状況に

関する情報、その

他サービス利用

者に対して介護

等サービスを提

供するために必

要な情報 

他の介護サービス事業

者、社会福祉施設、医療

機関等 

利用者にサービスを提供する他のサービス事

業者、社会福祉施設、医療機関等との連携（サ

ービス担当者会議等） 

利用者に関係する都道府

県、市区町村、福祉の措

置の実施機関等 

利用者に提供する福祉サービスについて、都道

府県、市区町村、福祉の措置の実施機関等との

協議、連絡調整、これらの機関から求められる

報告・連絡・相談等 

利用者の家族等 利用者の心身の状況のその家族等への説明 

保険会社等 利用者に対する損害賠償等に関する保険会社

等への相談または届出 

ボランティア ボランティアが利用者の介護等に参加すると

きの指導 

実習・研修生 実習・研修生への指導 

業務委託先の事業者およ

びそれに準ずる活動を行

う団体・個人 

サービスの提供に関わる業務の一部（送迎、食

事、清掃、医療、歯科医療、医薬、理美容、設

備管理、買物代行等）の外部業者や個人への委

託 

保険者・国民健康保険連

絡会等の審査支払機関 

介護報酬の支払いを受ける場合 

措置費・支援費等の請求

先、委託費・補助金等の

申請先 

措置費・支援費等の支払い、委託費・補助金等

の交付を受ける場合 

本人の同意を得

ることなく個人

情報を取り扱う

場合 

 次に該当する場合、ふれあいの家は、あらかじめ本人の同意を得ること

なく、個人情報を取り扱うことができるものとします。ただし、その必要

かつ合理的な範囲とします。 

ａ．法令に基づくとき 

ｂ．人の生命・身体または財産を保護するために緊急に必要がある場合で、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

ｃ．公衆衛生の向上等のために特に必要がある場合で、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

ｄ．国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令

の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるとき。 

個人情報の適正

管理 

 ふれあいの家は、前述の利用目的に沿って、必要 小限の個人情報を本

人の同意を得た上で収集し、これを適正に管理します。なお、個人情報の

開示・訂正・追加・第三者への提供等の請求については、ふれあいの家に

お申し出ください。本人確認の上、法人の『個人情報保護規程』の定める

ところにより、速やかに対応します。 

 

6．実習生・ボランティア等の受け入れ 

   ふれあいの家は、｢地域住民と共にある事業｣、｢将来を担う人材の育成｣という観点から、実習生・

ボランティア等を積極的に迎え入れます。 

紹介・活動目的の

説明 

活動を受け入れた実習生・ボランティア等については、利用者に日々紹

介し、その活動目的を説明します。 

活動の範囲 実習生・ボランティア等の受け入れにあたっては、その活動の中で利用

者と接する（援助する、介護する）場面が発生します。利用者と接する活
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動については、活動目的、資格、経験、力量を見極め、講習などでプライ

バシーへの配慮や安全対策を講じ、利用者や家族の同意を得た上、個別に

活動の範囲を定めます。 

関わりに対する

拒否、意見や苦情

の申し立て 

利用者は、実習生・ボランティア等との関わりを拒否すること、および

実習生・ボランティア等との関わりについて、意見や苦情を申し立てるこ

とができます。 

個人情報の提供 実習生・ボランティア等の受け入れにあたっては、利用者の名前や起こ

りうる事故等、その活動上 低限必要な利用者の個人情報を提供すること

があります。 

 

７．相談窓口 

 （１）ふれあいの家が提供するサービスについての相談窓口 

相談担当者 管理者（所長）および生活相談員 

相談の方法 ふれあいの家への来所、または事務室窓口、電話、ファックス、郵便で

お願いします。また、ふれあいの家に設置している『ご意見箱』に投函す

ることもできます。 

・窓口所在地：東京都杉並区永福二丁目１４番２０号 

午前８時１５分から午後６時３０分まで（日曜日を除く） 

・電話   ：０３－３３２７－５８１１ 

・ファックス：０３－３３２７－５１００ 

※ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。 

※担当者不在の場合は、他の者が代行します。 

（２）意見・要望・苦情窓口 

   社会福祉法人サンフレンズは、福祉サービスが利用者本位のものであることを何より願い実践し

ていきます。法人が運営する事業所を利用する利用者等が人間の尊厳にふさわしい生活を送ること

ができるようにその権利と利益を守っていきます。利用者・家族等の思いがいつも届けられる事業

所であるために、意見・苦情・要望を丁寧に聴き、共に解決していきます。 

ふれあいの家の

サービス内容に

関する意見・要

望・苦情窓口 

・意見・要望・苦情は、苦情受付担当者（生活相談員）にお申し出くださ

い。お申し出の方法は、ふれあいの家への来所、または事務室窓口、電

話、ファックス、郵便でお願いします。また、ふれあいの家に設置して

いる『ご意見箱』に投函することもできます。苦情受付担当者は、意見・

要望・苦情を受け付け、その改善について相談に応じます。 

・受け付けた意見・要望・苦情は、苦情受付担当者から苦情解決責任者（所

長）に報告します。苦情解決責任者は、要望・苦情の解決にあたります。

 ・苦情解決責任者は、要望・苦情申出者に対し、１か月以内に改善（検討

結果）の報告を行います。１か月以内に改善（検討結果）の報告ができ

ないものについては、検討状況の報告を行います。 

※申出者が特に苦情受付担当者を生活相談員以外に指定したいときは、

苦情解決責任者にお申し出ください。 

※『ご意見箱』は、苦情解決責任者が直接、解錠します。 

・窓口所在地：東京都杉並区永福二丁目１４番２０号 

午前８時１５分から午後６時３０分まで（日曜日を除く） 

・電話   ：０３－３３２７－５８１１ 

・ファックス：０３－３３２７－５１００ 

※ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。 

※担当者不在の場合は、他の者が代行します。 

ふれあいの家の

個人情報に関す

・意見・要望・苦情は、苦情解決責任者（所長）にお申し出ください。お

申し出の方法は、ふれあいの家への来所、電話、ファックス、郵便でお
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る意見・要望・苦

情窓口 

願いします。また、ふれあいの家に設置している『ご意見箱』に投函す

ることもできます。苦情解決責任者は、苦情を受け付け、その解決にあ

たります。 

・受け付けた意見・要望・苦情は、苦情解決責任者から個人情報保護管理

者（法人本部事務局長）に報告します。苦情解決責任者だけでは苦情の

解決が困難な場合、個人情報保護管理者は、苦情解決責任者とともに苦

情の解決にあたります。 

※『ご意見箱』は、苦情解決責任者が直接解錠します。 

・窓口所在地：東京都杉並区永福二丁目１４番２０号 

午前８時１５分から午後６時３０分まで（日曜日を除く） 

・電話   ：０３－３３２７－５８１１ 

・ファックス：０３－３３２７－５１００ 

※ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。 

※担当者不在の場合は、他の者が代行します。 

サンフレンズオ

ンブズマン 

サンフレンズは、利用者の「代弁者」あるオンブズマン（弁護士、学識

経験者、杉並区民など総勢 5 名）制度を導入しています。利用者本位、住

民本位のサービスへの法人の意識改革を行っていく重要な機関です。第三

者の目による中立的な立場で事業所には直接に言いにくいサービスの評価

と事業についての意見・要望・苦情窓口であるとともに、オンブズマンが

相談内容を調査し、法人の理事長・役員・施設長に対する報告・意見・勧

告を行います。 

・窓口所在地：東京都杉並区上井草三丁目３３番１０号 

サンフレンズ上井草本部事務局内 

・電話   ：０３―３３９４－９８３３ 

・ファックス：０３－３３９４－９８３４ 

当事業所以外の、

相談・苦情窓口 

杉並区保健福祉部介護保険課相談調整担当 

・窓口住所：東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

      杉並区役所東棟３階３番窓口 

・電話  ：０３－３３１２－２１１１（代表） 

介護保険制度・介

護保険サービス

に関する苦情窓

口 

東京都国民健康保険団体連合会 

・窓口住所：東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

      東京区政会館１１階 

      介護相談指導課介護相談窓口担当 

・電話  ：０３－６２３８－０１７７ 

 

８．利用にあたっての留意事項 

事業所の設備・器

具の利用 

事業所の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反し

た利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

喫煙 喫煙コーナーでお願いいたします。それ以外の場所での喫煙は遠慮願い

ます。 

食べ物の持込み 食べ物の持込みは、原則としてお断りいたします。個別に事情のある方

は事前にご相談ください。 

金銭・貴重品の持

参 

必要以外の金銭や貴重品等の持参は、紛失等の事故防止のためご遠慮願

います。 

携帯電話等の利

用 

他の利用者の迷惑にならないように、社会一般のマナーを守っていただ

くようお願いします。 

心臓ペースメーカー等の機器を使用している方が利用している時は、使

用できない場合もあります。 
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物品の交換など 利用者間で物品をあげたり、交換する等の行為はご遠慮願います。 

迷惑行為等 騒音等、他の利用者の迷惑になる行為は、ご遠慮願います。 

宗教活動および

政治活動 

事業所内での他の利用者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮くだ

さい。 

動物等の持込 事業所内へのペットを連れての利用はご遠慮願います。 

 

９．緊急時の対応 

ふれあいの家利用中、利用者に事故または心身の状態に著しい変化が見られたときは、別に提出し

ていただく『緊急時連絡票』に記入された利用者の家族、介護支援専門員、主治医にすみやかに連絡

するとともに、その状況に応じ適切に対応します。 

※緊急時連絡票に記載された連絡先等が変わったときは、その都度、ご連絡ください。 

 

１０．感染症・食中毒等発生時の対応 

感染症や食中毒が発生した際は、感染拡大防止のために、以下のとおり対応させていただきます。 

利 用 者 に 感 染

症・食中毒が発症

あるいは発症の

疑いが認められ

た場合 

利用中に発症あるいは発症の疑いが認められた場合は、他の利用者から

の隔離をさせていただく場合があります。利用者の家族等、介護支援専門

員等にすみやかに連絡し、利用を中止して病院等で受診していただくこと

があります。 

利用者の自宅や滞在中の施設等にて発症あるいは発症の疑いが認められ

た場合は、病院等で受診していただくことがあります。また、症状が回復

し、感染のおそれがなくなるまでの期間について利用を控えていただく場

合があります。 

利用者と同居す

る家族等に感染

症・食中毒が発症

した場合 

同居する家族等に感染症・食中毒が発症し、同居が継続される場合は、

その症状が回復し、感染のおそれがなくなるまでの期間について利用を控

えていただく場合があります。 

職 員 等 に 感 染

症・食中毒が発症

あるいは発症の

疑いが認められ

た場合 

職員等に発症あるいは発症の疑いが認められた場合は、すみやかに勤

務・来所を中止させ、病院等で受診させます。また、症状が回復し、感染

のおそれがなくなるまでの期間について勤務を控えさせます。職員と同居

する家族等に感染症・食中毒が発症し、同居が継続される場合は、その症

状が回復し、感染のおそれがなくなるまでの期間について利用を控えさせ

る場合があります。 

複数の利用者・職

員に感染症・食中

毒が発症した場

合 

 複数の利用者・職員に感染症・食中毒が発症した場合は、厚生労働省が

定めるマニュアルに従って、杉並区に報告し、所轄保健所に対応について

相談します。 

利用者・家族等・関係機関には、感染症・食中毒のリスクと事業所の対

応策について説明をします。感染のおそれがなくなるまでの期間について

制限させていただいたり、利用を控えていただく場合があります。 

 

１１．災害対応の設備等 

消防設備 屋内消火栓、誘導灯、自動火災報知器、消火器、非常通報装置 

非常放送設備、非常用電源 

防災訓練 初期消火・通報・避難誘導、震災訓練等の防災訓練を年 2 回実施します。

災害時の避難場

所 

出勤職員・近隣在住職員の誘導により、震災救援所に指定されている永

福小学校へ避難します。 

消防計画 ・提出先  ：杉並消防署永福出張所 

・防火管理者：所長 
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１２．災害時の対応について 

  利用中もしくは利用前、利用後において、利用者の身体的安全を確保するために、下記の対応 

をいたします。 

 

１３．利用料金 

   別表（巻末）に定める利用料金は、２０1３年６月１日現在の介護予防認知症対応型通所介護サ

ービス利用料金です。利用料につきましては変更することがありますが、変更の際には、『高齢者在

宅サービスセンター永福ふれあいの家介護予防認知症対応型通所介護サービス（介護予防認知症対

応型デイサービス）利用契約書』第９条第１項のとおり、１か月以上前に文書により連絡いたしま

す。 

 

１４．ふれあいの家を運営する法人の概要（２０１３年６月１日現在） 

名称・法人種別 社会福祉法人サンフレンズ（１９９４年 3 月 28 日設立認可） 

代表者職・氏名 理事長 安藤 雄太 

本部所在地 東京都杉並区松ノ木三丁目１６番１２号 

・電話／ファックス：０３－３３１８－７７８０ 

法人が運営してい

る事業 

・老人介護福祉施設（特別養護老人ホーム）      2 か所 

・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）  2 か所 

・通所介護・介護予防通所介護事業所（デイサービス） ５か所 

※うち２か所は、認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護事業所を併設

・訪問介護・介護予防訪問介護事業所（ホームヘルプ） １か所 

・居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所      ３か所 

・地域包括支援センター（杉並区からの受託）     ２か所 

・高齢者住宅協力員事業（杉並区からの受託）     ２か所 

・サービス付高齢者住宅事業（杉並区からの受託）   1 か所 

・見守り配食サービス事業（杉並区からの受託）    ５か所 

・困った時のＳＯＳ 地域で恩送り事業（介護保険外事業）1 か所 

 

災害時の対応 別に定める防災計画により対応します。 

気象（雨・風・雪）

に依る災害の場合 

送迎に困難が生じると判断した場合は、運営の中止または利用時間

短縮等による対応を行う場合があります。原則本人または家族の同意

を得て対応させていただきますが、緊急の場合は事後承諾とさせてい

ただきます。 

地震等予測困難な

災害発生時 

利用中に地震が発生した場合は、まず、利用者・職員の安否確認を

行います。情報収集を行い、職員の指示により安全な場所に避難誘導

します。利用者・職員には適宜情報を提供するとともに、もしくは避

難場所にて待機します。 

 送迎が可能な状況の場合は、事業所から自宅まで送迎を行います。

送迎が不可の場合は、そのまま安全な場所で継続して待機していただ

きます。（家族等のお迎えが有れば帰宅していただきます。）状況が改

善され次第、自宅まで送ります。 

利用前に地震が発生した場合は、事業は臨時休業とします。 

東 海 地 震 予 知 情

報・東海地震注意

情報が発令された

場合 

発表された情報により、対応をいたします。基本的には運営の中止

等の対応を取ります。利用中であれば、安全に自宅までお送りします。

その他、区の防災計画に従って対応します。 
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重要事項説明の了承および個人情報の利用に当たっての同意書 

 

                              年   月   日 

 

ふれあいの家の利用にあたり、『高齢者在宅サービスセンター永福ふれあいの家介護予防認知症対応

型通所介護サービス（介護予防認知症対応型デイサービス）利用契約書』および本書面により、利用者

に対して重要事項の説明をいたしました。 

  

（事業者）  社会福祉法人サンフレンズ 

（所在地）  東京都杉並区松ノ木三丁目１６番１２号 

（代表者）  理事長   山 田 知 子 

 

（事業所）  高齢者在宅サービスセンター 永福ふれあいの家 

 

（説明者）  職                      

 

             氏名                   印 

 

私は、『高齢者在宅サービスセンター永福ふれあいの家介護予防認知症対応型通所介護サービス（介

護予防認知症対応型デイサービス）利用契約書』および本書面により、ふれあいの家から、介護予防認

知症対応型通所介護サービスについての重要事項の説明を受け、これを了承しました。その上で、私は、

『高齢者在宅サービスセンター永福ふれあいの家介護予防認知症対応型通所介護サービス（介護予防認

知症対応型デイサービス）利用契約書』第１３条第２項に基づき、ふれあいの家が、介護予防認知症対

応型通所介護サービスを提供する上の必要な範囲で、私および私の家族の個人情報を、収集・保有・利

用および第三者へ提供することに同意します。 

 

  

 

      （利用者）  住所                    

 

氏名                  印 

 

（利用者の家族等）  住所                        

 

             氏名                       印 

 

  利用者との続柄・関係                            

 

（立会人）  住所                        

 

             氏名                       印 

 

  利用者との続柄・関係                            
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【別表】 
１．利用料金 

 （１）利用料 

①介護予防認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型デイサービス）利用料 

要支援度 利用料（介護保険適用外） 自己負担額（介護保険適用時） 

要支援 １ ９,７８１円／日 ９７８円／日

要支援 2 １０,９３５円／日 １,０９３円／日

介護保険適用外利用料 ５,６７３円／日

※「非該当（自立）」あるいは「要介護（１から 5）」と認定されたことが分かり次第、介護予

防認知症対応型通所介護サービスの利用は終了となります。ただし、やむを得ない理由によ

り、要支援度が確定しないまま介護予防認知症対応型通所介護サービスを利用された場合は、

以下の利用料をいただきます。 

a 要支援認定結果が出る前から介護予防認知症対応型通所介護サービスを利用し、認定の結

果、「非該当（自立）」となった場合、または「非該当（自立）」と認定された後に介護予

防認知症対応型通所介護サービスを利用した場合は、介護保険適用外になるため、１回あ

たり５,６７３円の利用料に食費等の実費を合算した額をいただきます。 

b.要支援認定結果が出る前から介護予防認知症対応型通所介護サービスを利用し、認定の結

果、「要介護（１から 5）」となった場合、または「要介護（１から５）」と認定された後に

介護予防認知症対応型通所介護サービスを利用した場合の利用料金は、 新の要介護度に

応じた通常の介護保険サービス利用料が適用され、これに食費等の実費を合算した額をい

ただきます。 

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付が直接事業者に支払われない場

合があります。その場合は一旦１日あたりの利用料金を支払っていただき、サービス提供証

明書を発行いたします。サービス提供証明書を杉並区の窓口に提出すると、差額の払戻しを

受けることができます。 

②サービス体制強化加算 

加算項目 

説明 
利用料（介護保険適用外） 

自己負担額 

（介護保険適用時）

□ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

介護職員のうち４０％以上が介護福祉 

士の資格取得者である場合 

１３１円／日 １３円／日

□ 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

３年以上勤続の介護職員等を 30％以上

配置した場合 

６６円／日  7 円／日

③入浴加算   

加算項目 

説明 利用料（介護保険適用外） 

自己負担額 

（介護保険適用

時） 

□ 
入浴介助加算 

入浴利用の方のみ 

    ５４９円／日 ５5 円／日
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④介護職員処遇改善加算 

加算項目 

説明 利用料（介護保険適用外） 

自己負担額 

（介護保険適用

時） 

□ 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 

介護職員の給与改善を目的とした基準 

に適切な措置を講じている場合。 

所定単位数（利用料の総合計）の 2.９％

／月 

要支援 1 ２８６円／日 ２９円／日

要支援 2  ３１９円／日 ３２円／日

他の加算・減算により、金額が変わる場合があ

ります。 

⑤個別機能訓練加算 

加算項目 
利用料（介護保険適用外） 

自己負担額（介護

保険適用時） 

□ 

個別機能訓練加算 

個別機能訓練計画を立て、体操等の個別

機能訓練に対し看護師等を 120 分以上

（／日）配置して実施した場合  

訓練に参加した場合 

２９６円／日 

30 円／日

⑥若年性認知症利用者受入加算 

加算項目 
利用料（介護保険適用外） 

自己負担額（介護

保険適用時） 

□ 

若年性認知症利用者受入加算 

若年性認知症利用者に対して認知症対

応型通所介護を行なった場合。 

該当する利用者 

6５９円／日 

6６円／日

⑦口腔機能向上加算 

加算項目 
利用料（介護保険適用外） 

自己負担額（介護

保険適用時） 

□ 

口腔機能が低下している利用者等に対

して、口腔機能向上サービスを提供した

場合 

1,６４８円／月 

 

１６５円／月

※ここに示した単価は目安です。実際の費用は１か月分の利用料を合算したうえで１円未満の

端数を処理します。 

⑧食費 

昼食代  ６７７円／回 食材料費３７０円＋調理費用３０７円 

おやつ代 １２８円／回 食材料費７０円＋調理費用５８円 

合計 ８０５円／回  

※外出行事等の際のレストラン等の食事代やお茶代は、各自実費を負担していただきます。 
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  （２）その他の利用料金    

名称 金額 説明 

行事・レクリエー

ション参加費 

実費相当額 納涼祭や忘年会等、特別な行事に参

加される場合は、実費相当額を行事参

加費として負担していただきます。 

行事食費 実費相当額 敬老の日や忘年会等に提供する行

事食では、通常の食材料費を超える食

材を用いることがあります。 

通常の食材料費を超える食事を希

望される場合は、その差額について、

その実費相当額を行事食費として負

担していただきます。 

外食・外注食費 実費 希望者に対して、外食・外注食を実

施します。参加される場合は、外食・

外注食費として実費を負担していた

だきます。 

材料費 実費 皮工芸、クラフト、絵手紙、編み物、

陶芸、華道等の材料費として実費を負

担していただきます。 

クラブ活動費等

参加費 

１００円～２００円／回 書道、茶道、折り紙、絵画等のクラ

ブ活動等に参加したとき、その実費相

当額をクラブ活動費として負担して

いただきます。 

理髪・美容サービ

ス利用料 

実費 定期的に理髪・美容サービスを実施

しています。希望される場合は理髪・

美容サービス利用料実費として実費

を負担していただきます。 

その他の物品等

の実費 

（ふれあいの家

のものを使用し

た場合の金額） 

連絡帳 １０５円／冊 連絡帳、排泄用品、口腔ケア用品、

整容用品、医療品、補助食品等の日用

品は、原則として利用者に持参してい

ただきます。ふれあいの家のもの使用

した場合は、その他の実費として負担

していただきます。 

 

連絡長袋 １０５円／枚

リハビリパンツ ８0 円／枚

パット（大） ８０円／枚

パット（小） ３０円／枚

使い捨て剃刀 ３０円／枚

湿布薬 10０円／枚

滅菌ガーゼ ２０円／枚

この表に記載されていない物品等は、事業所の購入金額相当とさせていただ

きます。 

写真 （Ｌ判） 

（2L 判） 

４０円／枚

１００円／枚

写真プリントの実費相当額です。 

コピー代 （Ａ４、Ａ３） 10 円／枚 コピー実費相当額です。 

延長滞在料 60 分未満      800 円 

60 分以上 90 分未満 1,600 円 

以降 30 分増すごとに、800 円を

加算します。 

利用者の都合により、予定時間前に

滞在を開始した場合、または予定時間

後に滞在を継続した場合。 

※原則として営業時間内。営業時間外

は、所長が許可した場合のみ利用で

きます。 

 

 

 



201306 永福介護予防認知対応通所重要事項説明書 14

（３）キャンセル料 

『高齢者在宅サービスセンター永福ふれあいの家通所介護サービス（デイサービス）利用契約

書』第８条 2 項にもとづくキャンセル料は、以下のとおりです。 

利用日前日の午後５時までにご連絡いただいた場合 

※前日が休業日の場合は、その前日までとなります。

無料 

それ以降にご連絡いただいた場合 ８０５円 

 （４）軽減制度 

    介護保険利用者負担額について、当法人による生計困難者に対する利用者負担軽減事業や高額

介護サービス費の軽減制度があります。詳しくは、生活相談員にご相談ください。 

  

２．支払い方法 

毎月末締めで、翌月１５日までに請求書を送付いたします。請求があった月の２５日までにお支払

ください。ただし、請求日・支払日が土・日曜日、祝日または休日にあたる場合は、その翌日になり

ます。 

（例）４月１日から４月３０日までの利用料は、５月１５日までに請求書を発送しますので､

５月２５日までにお支払いください。 

※ふれあいの家では、原則として①ゆうちょ銀行からの自動引き落とし、②ゆうちょ銀行への払込、

のいずれかの支払い方法をお願いしています。 

※集金代行システムの利用も可能ですので、ご相談ください。（振込手数料は、利用者負担となり

ます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


